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また、さいたま地方法務局の管轄区域外（県外）に支店がある場合は、本店の変更登記

終了後、その変更登記をしたことを証する「履歴事項証明書」の交付を受け、「変更登記

申請書」に添付して、支店所在地を管轄する法務局にも申請（郵送でも可）してください。
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